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教育委員会 

令和８年２月臨時会 

① -１ 
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議  事   日  程 

 

日 程 １  第９号議案  ………………………………    Ｐ ３～１０ 

長崎市民会館条例施行規則の一部を改正す  

る規則及び長崎市公民館条例施行規則等の  

一部を改正する規則の一部を改正する規則  

 

日 程 ２  第１０号議案  ……………………………    Ｐ１１～１４ 

教職員の人事の内申について  

 

日 程 ３  第１１号議案  ……………………………    Ｐ１５～１７ 

教職員の人事について  
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第９号議案 

   長崎市民会館条例施行規則の一部を改正する規則及び長崎市公民館

条例施行規則等の一部を改正する規則の一部を改正する規則 

（長崎市民会館条例施行規則の一部改正） 

第１条 長崎市民会館条例施行規則（平成２７年長崎市教育委員会規則第 

２２号）の一部を次のように改正する。 

 第１２条第１項第１号中「の３分の１に相当する額」を削り、同項第

２号を削り、同項第３号中「午後１時」を「午前９時」に改め、「の４

分の１に相当する額」を削り、同号を同項第２号とする。 

（長崎市公民館条例施行規則等の一部を改正する規則の一部改正） 

第２条 長崎市公民館条例施行規則等の一部を改正する規則（令和７年長 

崎市教育委員会規則第１２号）の一部を次のように改正する。 

 第６条のうち第１１条第１項第１号の改正規定中「の４分の１に相当

する額」を削り、同項第２号の改正規定中「の３分の１に相当する額」

を削り、同項第３号の改正規定中「の４分の１に相当する額」を削る。 

 第６条のうち別表の改正規定中別表第１項及び別表第３項を次のよう

に改める。 

-3-



 

別表（第１４条関係） 

１ 文化ホールのホールの附属設備の利用料金の基準

区分  単位  
金額  

（１時間につき） 

照

明

器

具 

ボーダーライト  １列  

円  

２３０   

フットライト  一式  １６０   

アッパーホリゾントライト  一式  ３００   

ロアーホリゾントライト  １台  １７０   

エリスポットライト  １台  ８０   

パーライト  １台  １００   

ストリップライト（６０ワ

ット８灯）  
１台  ７０  

ストリップライト（６０ワ

ット４灯）  
１台  ４０   

スポットライト（１キロワ

ット）  
１台  ７０   

スポットライト（０．５キ

ロワット）  
１台  ４０   

ピンクセノンスポットライ

ト（２キロワット）  
１台  ５１０   

ブラックライト  １本  ８０   

ミラーボール  １台   １８０   

エフェクトマシン（デスク  １台   ２５０   
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を含む。）    

波マシン  １台  ２７０   

ストロボ  １台  ３００   

星球  一式  ２８０   

調光操作装置  一式  １，１１０   

音

響

器

具 

音響拡声装置（アンプ）  一式  ７６０   

ワイヤレスアンプ（マイク

を含む。）  

１チャン

ネル  
５７０   

プレーヤー  １台  ２１０   

テープレコーダー  １台  １７０   

ダイナミックマイク  １本  ９０   

３点吊りマイク装置（マイ

クを除く。）  
一式  ２１０  

ステージスピーカー  一式  ２００   

移動補助ミキサー卓  １台  ２３０  

ピ

ア

ノ 

スタインウェイ  

１台（調律

料を除

く。）  

２，３７０   

グランド  

１台（調律

料を除

く。）  

１，２９０   

舞

台

器

具 

音響板  一式  １，１９０   

所作台  一式  １，０００   

能舞台  一式  ３，０６０   
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松羽目  一式  ２９０   

定式幕  １枚  １８０   

大黒幕  １枚  １１０   

紗幕  １枚  ２３０   

地がすり  １枚  ３９０   

映写幕  １枚  ３００   

演壇  １台  １５０   

金屏風
き ん び よ う ぶ

 １双  ３８０   

司会台  １台  ５０   

指揮者台（譜面台を含む。） １組  ９０   

平台  １台  ３０   

箱馬  １個  １０  

毛せん  １枚  ４０  

上敷  １枚  ４０   

ドライアイスマシン  １台  ３５０   

座布団  １枚  １０   

長机  １脚  １０   

備考  この表に掲げる附属設備を利用した時間が１時間未満

であるとき、又はその時間に１時間未満の端数があるときは、

その時間又はその端数時間は、１時間として計算する。  
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３ 市民体育館の附属設備の利用料金の基準

区分  単位  
金額  

（１時間につき） 

照

明

器

具 

ボーダーライト  １列  

      円  

   ２３０   

アッパーホリゾンライト  １式     ３００   

スポットライト（１キロワッ

ト）  
１台      ７０   

スポットライト（０．５キロ

ワット）  
１台      ４０   

音

響

器

具 

アンプ  １式     ２２０   

ワイヤレスアンプ（マイクを

含む。）  

１チャン

ネル  
   ２８０   

テープレコーダー  １式     １４０   

プレーヤー  １式     １５０   

可搬拡声器具（マイクを含

む。）  
１式     １９０   

マイクロホン  １本     １４０   

舞

台

器

具 

平台  １台      ３０   

演壇  １台     １５０   

組立ステージ  １式   １，２３０   

机  １脚      １０   

コインロッカー  
           円  

１個１回につき１ ０ 
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冷

暖

房

設

備 

競技場  ア マ チ ュ ア ス ポ ー ツ に

利用する場合  

１１，２２０  

アマチュアスポーツ以

外に利用する場合  

２０，７１０  

大

型

換

気

設

備 

競技場  アマチュアスポーツに

利用する場合  

無料  

 アマチュアスポーツ以

外に利用する場合  

２，８００  

備考  この表に掲げる附属設備（コインロッカーを除く）を

利用した時間が１時間未満であるとき、又はその時間に１

時間未満の端数があるときは、その時間又はその端数時間

は、１時間として計算する。  

   附  則  

この規則中第１条の規定は令和８年４月１日から、第２条の規定  

は公布の日から施行する。  

令和８年２月２５日提出  

長崎市教育委員会  

教育長   西本  德明  
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理  由  

 利用料金の見直しにより、「長崎市公民館条例施行規則等の一部

を改正する規則」を令和７年１２月２５日付公布したところだが、

第６条 の長 崎市 民会館 条例 施行 規則に 規定 する 市民会 館文 化ホ ー

ル及び市民体育館（競技場）の附属設備使用料について、市民に対

する料金設定の分りやすさや施設の円滑な運営の視点も踏まえ、１

時間単位の料金設定に見直しを行ったこと、また、市民会館文化ホ

ール及び市民体育館（競技場）の利用時間超過の利用料金の規定に

ついて、条例改正により時間枠ごとの料金から１時間あたりの料金

に見直 した こと を規則 に反 映し ていな かっ た こ とが判 明し た た め

改正したいので、長崎市教育委員会教育長事務委任規則第２条第１

項第７号の規定により、教育委員会の決定を経るため、この議案を

提出する。  
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「参  考」  

・  長崎市民会館条例施行規則  新旧対照表・・・別   添  

 

「参  照」  

 ○  長崎市教育委員会教育長事務委任規則（抜粋）  

第２条  教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する

事務を教育長に委任する。  

〔中   略〕  

⑺   教育委員会規則その他教育委員会の定める規程を制定し、又

は改廃すること。  

〔以下、略〕  
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第１０号議案  

教職員の人事の内申について  

・県費負担に係る教職員の任免その他の進退について、別紙のとおり長崎

県教育委員会に内申する。  

 

令和８年２月２５日提出  

 

長崎市教育委員会  

教育長  西 本 德  明 

理 由 

・県費負担に係る教職員の任免その他の進退について、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第３８条第１項の規定による内申を行いたいので、

長崎市教育委員会教育長事務委任規則第２条第１項第３号の規定により、

教育委員会の決定を経るため、この議案を提出する。
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「別紙」                      ・・・・当日配付  
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「参 照」 

 ○ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋）  

（市町村委員会の内申）   

第３８条  都道府県委員会は、市町村委員会の内申をまって、県費負担教

職員の任免その他の進退を行うものとする。  

２ 前項の規定にかかわらず、都道府県委員会は、同項の内申が県費負担

教職員の転任（地方自治法第２５２条の７第１項の規定により教育委員

会を共同設置する一の市町村の県費負担教職員を免職し、引き続いて当

該教育委員会を共同設置する他の市町村の県費負担教職員に採用する場

合を含む。以下この項において同じ。）に係るものであるときは、当該

内申に基づき、その転任を行うものとする。ただし、次の各号のいずれ

かに該当するときは、この限りでない。  

 ⑴ 都道府県内の教職員の適正な配置と円滑な交流の観点から、一の市

町村（地方自治法第２５２条の７第１項の規定により教育委員会を

共同設置する場合における当該教育委員会を共同設置する他の市町

村を含む。以下この号において同じ。）における県費負担教職員の

標準的な在職期間その他の都道府県委員会が定める県費負担教職員

の任用に関する基準に従い、一の市町村の県費負担教職員を免職し、

引き続いて当該都道府県内の他の市町村の県費負担教職員に採用す

る必要がある場合  

 ⑵ 前号に掲げる場合のほか、やむを得ない事情により当該内申に係る

転任を行うことが困難である場合  

３ 市町村委員会は、次条の規定による校長の意見の申出があった県費負

担教職員について第１項又は前項の内申を行うときは、当該校長の意見
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を付するものとする。   

   〔以下、略〕  

○ 長崎市教育委員会教育長事務委任規則（抜粋）  

第２条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を

教育長に委任する。  

   〔中 略〕  

 ⑶ 県費負担に係る教職員の任免その他の進退について内申すること。  

   〔以下、略〕  
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第１１号議案 

   教職員の人事について  

 教職員の人事について、別紙のとおり行う。 

  令和８年２月２５日提出  

長崎市教育委員会  

教育長  西 本 德  明 

   理  由 

 市立長崎商業高等学校の教職員の人事について、長崎市教育委員会教育

長事務委任規則第２条第１項第４号の規定により、教育委員会の決定を経

るため、この議案を提出する。 
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「別紙」                      ・・・・当日配付  
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「参 照」 

 ○ 長崎市教育委員会教育長事務委任規則（抜粋） 

第２条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を

教育長に委任する。  

   〔中 略〕  

 ⑷ 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の

職員（前号の教職員を除く。）の任免その他の進退に関すること。  

   〔以下、略〕  
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